
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の研究会での委員からの指摘事項について 

 

 

 

  

資料２ 



障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金の額の設定の基準となる数値の変遷 

 

平成１５年１月２９日労働政策審議会障害者雇用分科会提出資料 

 

※調整基礎額（納付金） 

 〔１か月当たり特別費用の額の平均額〕   〔格差〕     〔調整基礎額〕 

      ３７，０００円      × １．５４６倍  ＝ ５７，２０２円 

                             ≒ ５０，０００円 

                              

※単位調整額（調整金） 

 〔１か月当たり特別費用の額の平均額〕   〔格差〕     〔単位調整額〕 

      ３７，０００円      × ０．７４３倍  ＝ ２７，４９１円 

                             ≒ ２７，０００円 

 

                              

平成１９年１１月２１日労働政策審議会障害者雇用分科会提出資料 

 

※調整基礎額（納付金） 

 〔１か月当たり特別費用の額の平均額〕   〔格差〕     〔調整基礎額〕 

      ４２，０００円      × １．２１９倍  ＝ ５１，１９０円 

                             ≒ ５０，０００円 

                             

※単位調整額（調整金） 

 〔１か月当たり特別費用の額の平均額〕   〔格差〕     〔単位調整額〕 

      ４２，０００円      × ０．６６２倍  ＝ ２７，８００円 

                             ≒ ２７，０００円 

 

                              

平成２４年５月２３日労働政策審議会障害者雇用分科会提出資料 

 

※調整基礎額（納付金） 

 〔１か月当たり特別費用の額の平均額〕   〔格差〕     〔調整基礎額〕 

      ４２，０００円      × １．２８２倍  ＝ ５３，８４０円 

                             ≒ ５０，０００円 

                            

※単位調整額（調整金） 

 〔１か月当たり特別費用の額の平均額〕   〔格差〕     〔単位調整額〕 

      ４２，０００円      × ０．６５５倍  ＝ ２７，５１０円 

                             ≒ ２７，０００円 

                            

 

 



特別費用の調査とその項目等について 

 

○ 納付金及び調整金の基礎となる調整基礎額及び単位調整額は、法律において、 

・納付金の額は、基準雇用率に達するまで身体又は知的障害者を雇用する場合に、 

・調整金の額は、基準雇用率を超えて身体又は知的障害者を雇用した場合に、 

障害者１人につき通常必要とされる１月当たりの特別費用の額の平均額を基準とし

て設定することとしている。この特別費用とは、身体又は知的障害者を雇用する場

合に必要な施設・設備の設置又は整備その他の身体又は知的障害者の適正な雇用管

理に必要な措置に通常係る費用その他身体又は知的障害者を雇用するために特別に

必要とされる費用とされている。 

 

○ この特別費用は、法定雇用率の５年ごとの見直しに併せ、公共職業安定所を通じ

て事業所への訪問調査（以下「特別費用調査」）を実施し、各事業所における１年

間に要した障害者雇用に係る費用を調査している。なお、当該調査の結果をもとに、

納付金及び調整金の額の設定の基準となる「１か月当たり特別費用の額の平均額」

などの数値を算出している。 

 

○ この特別費用調査の調査項目は以下のとおり。 

① 障害者雇用のための施設又は設備の設置又は整備に関する費用 

 Ⅰ 障害者に配慮した施設・設備の設置又は整備に関する費用 

  １ 建設・購入によるもの（具体的事項、初期費用、維持費、耐用年数を含む） 

  ２ 賃借によるもの（具体的事項、賃借費、維持費を含む） 

 Ⅱ 作業設備の設置又は整備に関する費用 

  １ 購入によるもの（具体的事項、初期費用、維持費、耐用年数を含む） 

  ２ 賃借によるもの（具体的事項、賃借費、維持費を含む） 

 

② 障害者の雇用管理のための特別費用（直接的経費） 

 Ⅰ 特別手当（名称、額を含む） 

 Ⅱ 福利厚生費 

  １ 住居に関する費用        ２ 医療・保健に関する費用 

  ３ レクリエーション等に関する費用 ４ 通勤（通勤バス等）に関する費用 

  ５ その他 

 Ⅲ 教育訓練費 

  １ 講師･訓練指導員等の手当、謝礼等 ２ 訓練期間中の対象障害者の賃金 

  ３ 他に委託して訓練するための費用  ４ その他 

 Ⅳ 障害者の特別な有給休暇に関する費用（所定の有給休暇を超えて与えた休暇

に対応する賃金） 

 Ⅴ その他の直接的費用 

 

③ 障害者の雇用管理のための特別費用（間接的経費） 

 Ⅰ 作業補助員の配置等に関する費用 Ⅱ 相談員の配置等に関する費用 

 Ⅲ 障害者の雇用に伴う他の労働者の研修等 Ⅳ その他 



２０年度 ２１年度 ２２年度 
２３年度
（※3） 

 
納付金（申告） 
対象企業（※1） 

12,289 12,580 12,604 21,288 

納付対象 
企業数 

7,435 
(17,452) 

7,220 
(15,218) 

6,935 
(13,413) 

12,536 
(18,595) 

申告のみの
企業数 

4,854 5,360 5,669 8,752 

調整金支給企業（※1） 
3,335 
(6,023) 

3,662 
(6,745) 

3,900 
(7,134) 

6,384 
(8,818) 

報奨金支給企業（※2） 
1,940 
(4,729) 

1,887 
(4,693) 

1,853 
(4,742) 

1,907 
(4,420) 

 障害者雇用納付金の納付対象企業数等について 

※1 20年度から22年度は301人以上企業、23年度は200人超企業が対象。 
※2 20年度から22年度は300人以下企業、23年度は200人以下企業が対象。 
※3 23年度は速報値。 

単位： 社  

＊括弧内は、上から収入額、支給額、支給額（単位は百万円） 



 

 

 

 

 

 
一般会計及び雇用保険特別会計の助成金等の予算額（①） 

平成２３年度予算 平成２４年度予算 

一般会計 

（①②） 
１０．６億円 １０．１億円 

雇用保険 

特別会計 

（③～⑩） 
１５８．０億円 １５０．３億円 



 

 

 

 

 

 
一般会計及び雇用保険特別会計の助成金等の予算額（②） 

障害者試行雇用 

（トライアル雇用）事業 

精神障害者等 

ステップアップ雇用 

特定求職者 

雇用開発助成金 

難治性疾患患者 

雇用開発助成金 

重度障害者等多数雇用 

施設設置等助成金 

障害者初回雇用奨励金 
（ファースト・ステップ奨励金） 

精神障害者 

雇用安定奨励金 

特例子会社等 

設立促進助成金 

職場支援従事者 

配置助成金 

発達障害者 
雇用開発助成金 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

一般 

一般 

雇用 

雇用 

雇用 

雇用 

雇用 

雇用 

雇用 

雇用 

２３年度予算額 

８６４，０００千円 

２４年度予算額 

８８３，２００千円 

２３年度予算額 

１９９，２００千円 

２３年度予算額 

３２０，５００千円 

２３年度予算額 

２４１，２００千円 

２３年度予算額 

１３，５７０，０２６千円 

２３年度予算額 

５９，３００千円 

２３年度予算額 

１４５，０００千円 

２３年度予算額 

２５０，０００千円 

２３年度予算額 

６１０，０００千円 

２３年度予算額 

６００，０００千円 

２４年度予算額 

１２２，７００千円 

２４年度予算額 

９６，９００千円 

２４年度予算額 

５４７，０９２千円 

２４年度予算額 

１２，６０２，６５８千円 

２４年度予算額 

５８，８５０千円 

２４年度予算額 

１４５，０００千円 

２４年度予算額 

２５０，０００千円 

２４年度予算額 

９３３，０００千円 

２４年度予算額 

４００，０００千円 

※ ⑤については、障害者分のみ計上 
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